
【世代別満額年金受給開始年齢】 

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
シ
リ
ー
ズ
③ 

Ｑ
．
６
０
歳
以
降
の
高
齢
労
働
者
を
支
援
す
る
公
的
給
付
に 

 
 

に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。 

  

６
５
歳
ま
で
の
雇
用
延
長
義
務
化
に
と
も
な
い
、
６
０
歳
か

ら
６
５
歳
ま
で
の
高
齢
労
働
者
の
処
遇
を
ど
う
す
る
の
か
が
企

業
と
し
て
悩
ま
し
い
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
公
的
給
付

と
し
て
在
職
老
齢
年
金
と
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の
２
つ
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
厚
生
年
金
は
在
職
中
で
あ
れ
ば
原
則
的
に
は
減

額
調
整
（
在
職
老
齢
年
金
）
さ
れ
ま
す
。
従
来
で
あ
れ
ば
賃
金

を
一
定
水
準
に
減
額
す
れ
ば
在
職
老
齢
年
金
の
受
給
額
が
予
想

で
き
た
の
で
す
が
、
総
報
酬
制
導
入
に
よ
り
賞
与
額
が
加
味
さ

れ
予
想
す
る
の
に
非
常
に
手
間
が
掛
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
部
分
年
金
制
度
の
導
入
に
よ
り
６
０
歳
か
ら
満
額
の
厚
生

年
金
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
年
齢
に
よ
っ
て
年
金
受
給

額
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
在
職
老
齢
年
金
制
度
を
よ
り
複
雑

化
さ
せ
て
い
ま
す
。
一
方
、
雇
用
保
険
の
給
付
金
で
あ
る
高
年

齢
雇
用
継
続
給
付
は
厚
生
年
金
と
は
違
い
年
齢
も
賞
与
額
も
影

響
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
比
較
的
単
純
な
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
在
職
老
齢
年
金
と
の
併
給
調
整
で
年
金
受
給
額
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
賃
金
・
賞
与
と
在
職
老
齢

年
金
お
よ
び
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
は
密
接
不
可
分
な
関
係
だ

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

●
在
職
老
齢
年
金
（
６
０
歳
代
前
半
）
の
特
性 

①
賃
金
・
賞
与
額
に
よ
り
年
金
が
減
額
調
整
さ
れ
る 

文
字
通
り
働
き
な
が
ら
貰
え
る
年
金
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
で

は
複
雑
な
計
算
式
は
紙
面
の
都
合
上
割
愛
し
ま
す
が
、
原
則
的

な
考
え
と
し
て
、
総
報
酬
月
額
相
当
額
と
年
金
と
の
額
が
２
８

万
円
以
内
で
あ
れ
ば
、
年
金
は
減
額
調
整
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

を
超
え
る
と
超
過
額
の
２
分
の
１
が
減
額
調
整
さ
れ
ま
す
。 

※
総
報
酬
月
額
相
当
額
と
は
・
・
・
賞
与
を
含
め
た
年
収
を 

１
２
で
割
っ
て
得
た
額
と
考
え
て
下
さ
い
。 

②
年
齢
に
よ
り
年
金
額
が
違
う
（
部
分
年
金
） 

 

例
を
挙
げ
れ
ば
、
今
後
６
０
歳
を
迎
え
る
昭
和
２
０
．
４
．
２

～
２
２
．
４
．
１
生
ま
れ
の
方
は
満
額
の
年
金
が
貰
え
る
よ
う
に

な
る
年
齢
は
６
３
歳
か
ら
で
す
。
６
０
歳
か
ら
６
２
歳
ま
で
の
３

年
間
は
約
半
分
の
額
の
年
金
（
部
分
年
金
）
と
な
り
ま
す
。 

               ③
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
と
の
併
給
調
整 

 

在
職
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る
者
が
併
せ
て
高
年
齢
雇
用
継

続
給
付
を
受
給
し
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
最
高

６
％
が
そ
の
者
の
在
職
老
齢
年
金
か
ら
減
額
さ
れ
る
。 

 

●
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の
特
性 

①
賃
金
の
低
下
率
に
よ
り
給
付
額
が
決
ま
る 

 

６
０
歳
到
達
時
賃
金
（
上
限
額
４
５
２
，
１
０
０
円
）
に
比

べ
て
２
５
％
以
上
の
賃
金
低
下
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
給
付
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
３
９
％
以
上
の
低
下
率
で
、
低
下
し
た
賃

金
の
１
５
％
が
給
付
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。 

②
在
職
老
齢
年
金
が
さ
ら
に
減
額
調
整
さ
れ
る 

 

前
記
の
③
で
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

●
６
０
歳
以
降
の
賃
金
の
考
え
方 

 

６
５
歳
雇
用
延
長
義
務
化
に
と
も
な
い
、
雇
用
延
長
の
実
施

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
満
額
年
金
の
適
用
年
齢
が
一
致
し
て
い
ま
す
。 

雇
用
延
長
の
実
施
方
法
と
し
て
３
つ
の
選
択
肢
か
ら
企
業
の
そ
れ

ぞ
れ
の
実
情
に
沿
っ
た
も
の
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
の
際
に
部
分
年
金
の
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
考
慮
し
て
高
齢
者

の
賃
金
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
や
み
く
も
に
賃
金
を

設
定
し
て
も
前
出
の
公
的
給
付
の
有
利
な
受
給
に
は
至
ら
な
い
可

能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
以
前
１
年
以
内
に
支
払
わ
れ
た 

                

賞
与
に
つ
い
て
は
年
金
の
受
給
額
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
留
意
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
右
の
図
は
６
０
歳
以
降
の
賃
金
等
と
給
付

金
お
よ
び
年
金
と
の
関
係
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
ま
し
た
。
満
額
年

金
世
代
で
は
在
職
老
齢
年
金
が
一
般
的
に
は
増
加
し
ま
す
の
で
、

賃
金
等
を
部
分
年
金
世
代
の
も
の
よ
り
減
額
す
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
６
０
歳
以
降
の
手
取
額
を
ど
の
く
ら
い
保
障
す
る
の
か
で
賃

金
等
が
決
ま
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
手
取
額
は
年
金
・
給
付
金
お
よ

び
賃
金
等
の
グ
ロ
ス
で
考
え
ま
す
。 

 

●
留
意
点 

 

公
的
給
付
を
活
用
し
て
６
０
歳
以
降
の
賃
金
を
設
定
す
る
場

合
、
各
労
働
者
に
つ
い
て
年
金
額
、
６
０
歳
前
賃
金
が
違
っ
て

き
ま
す
の
で
、
各
人
の
実
情
に
沿
っ
た
対
応
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
ま
た
同
時
に
労
働
条
件
の
見
直
し
も
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
は
社
会
保
障
給
付
の
低
下
分
を
補
填
す
る
保
険
商
品
を
検
討

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 Ｈ17.4.2～18.4.1の誕生日の年齢 
年齢 60 59 58 57 56 55 
６０ 
６１ 
６２ 

部分年金 

６３ 

部分年金 

６４ 
満額年金 

満額年金 

部分年金 

例えば、平成１７年度中に５８歳になられ

る方は６３歳までは部分年金で、６４歳に

なって満額年金が受給できることになりま

す。年金受給額が２段階で変わってくる世

代もあり、有利な年金受給には賃金の設定

をその都度見直すことが必要になります。 

 
 
 
 
 
賃 金 
  

 
賃金等  

賃金等 

給付金 

給付金 

年 金  
年 金 

60歳前 部分年金

世  代

満額年金

世  代


